
宮城県震災復興企画部・地域復興支援課 

平成２７年６月１８日 

地域おこし協力隊の導入について 

 

◆概要 

下記参照（総務省HPから引用） 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html 

 

◆総務省の支援 

・募集に要する経費及び活動経費等について特別交付税措置 

・初任者研修（１年目），ステップアップ研修（２～３年目）等の各種研修を実施 等 

 

H26.6 安倍総理が地域おこし協力隊の活動に感動し，地域おこし協力隊員を，３年間で３倍にする

ことを総務大臣に指示  → 各種支援の充実 

 

 ⇒ 起業化支援：地域おこし協力隊員の起業に要する経費 上限１００万円を支給可能に 

 ⇒ 地域要件の緩和：特別交付税措置の対象となる転出地の要件を拡大 

 ⇒ 報償費の上限の弾力化：隊員のスキル等を考慮した上で，最大２５０万円まで支給可能に 

 

◆宮城県内導入地区 

 登米市，栗原市，加美町，七ヶ宿町（計２市２町 ４地区 １３名） 

 農林水産業や地域住民と連携した積極的な地域おこし等の活動に従事 

 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html

